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中 期 目 標 中 期 計 画 

（前文）大学の基本的な目標 

 １９１８年に創立された電気通信大学は、我が国唯一の高

度無線通信技術者養成機関としての長年の実績の上に、情

報・通信・電子・メカトロニクス・基礎科学の分野を包含す

る、実践的で特色ある理工系高度技術者を世に輩出し、社会

的に高い評価を得てきた。この９０年余にわたる歴史を踏ま

え、さらに本学の特色と社会的存在基盤を一層強化するため、

創立１００周年を迎える２０１８年に向けて本学が目指すべ

き大学の姿を「ＵＥＣビジョン２０１８～１００周年に向け

た挑戦～」として掲げた。本中期目標は、下記にその骨格を

示す「ＵＥＣビジョン２０１８」を基本としている。 

 

人類が持続的に生存可能であるために、本学の「ＵＥＣビ

ジョン２０１８」は目指すべき社会像を「全ての人々が心豊

かに暮らせる社会」と定め、これを「高度コミュニケーショ

ン社会」と名付けた。そこでは、人と人、人と自然、人と社

会、人と人工物とのコミュニケーションに基本的な価値を置

く視点が極めて重要となる。この包括的なコミュニケーショ

ンの概念は、「高度コミュニケーション社会」を支える総合的

な科学技術を「総合コミュニケーション科学」として創造し

発展させるとともに、それに必要な人材を育成することによ

り、わが国はもとより国際社会に貢献することを使命とする。

 

この使命を達成するため、「ＵＥＣビジョン２０１８」では

次の五つの目標を定めた。 

ⅰ 「総合コミュニケーション科学」に関わる教育研究の世

界的拠点を目指す 

ⅱ 国際標準を満たす基礎学力の上に、国際性と倫理観を備

え、実践力に富む人材を育てる 

ⅲ 世界から若手研究者が集い、伸び伸びと研究し、そこか

らユニークな発想が生まれる環境を整える 
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ⅳ 国内外の大学や産業界および地域・市民などとの多様な

連携と協働により、教育研究の質を高め、社会に貢献する

ⅴ 経営の開放性と透明性を高め、学生や職員相互の信頼と

士気が高く、社会に信頼される大学を目指す 

 

◆ 中期目標の期間及び教育研究組織 

１ 中期目標の期間 

  平成２２年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

２ 教育研究組織 

  この中期目標を達成するため、別表１に記載する学部、

研究科を置く。 

 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 

 １ 教育に関する目標 

 （１）教育内容及び教育の成果等に関する目標 

①アドミッションポリシーに基づき、広く国内外から

学生を受け入れ、基礎学力とともに国際性と倫理観

を備え、実践力に富む人材を育成する。 

   学士課程では、幅広い教養と確実な基礎学力に裏

打ちされた学士力を身につけた人材を育成する。 

   大学院博士前期課程は、本学の人材育成の中核に

位置づけられ、実践的高度専門技術者を養成する。

   大学院博士後期課程は、大学等のアカデミアのみ

ならず広い分野で活躍する博士を育成する。 

 

②教育の成果を多角的に検証し、教育の質を維持し、

向上させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 

 １ 教育に関する目標を達成するための措置 

（１）教育内容及び教育の成果等に関する目標を達成するための措置  

①アドミッションポリシーに基づく特色ある入学者選抜方法を開発する。 

②学士課程では、幅広い教養と基礎学力に加え、実践力の育成に特徴を持たせた段階

的なカリキュラムを編成する。１年次では導入教育やキャリア教育、２年次では専

門基礎教育、３年次からはコース別の専門教育を充実する。教養教育は、１年次か

ら４年次にわたって開講し、専門に偏らない広い視野を涵養する。 

③実践力の育成を図るため、「ロボメカ工房」などによる体験教育、日本語や英語に

よる表現力や発表力などを培うコミュニケーション教育、問題設定力や課題解決力

を訓練する PBL (Project Based Learning)教育の充実を図るとともに、国内外での

インターンシップを実施する。 

④大学院課程では、専門にのみ偏らない幅広い視野とリーダーシップ・マネージメン

ト力などを涵養するため、「大学院教養科目」を開講するとともに、特色ある教育を

実施するため、研究科や専攻にまたがる教育課程として「大学院特別プログラム」

を実施する。 

⑤アカデミア以外の分野で活躍する博士を養成するため、「戦略的大学連携支援事業」

として展開している「スーパー連携大学院構想」の実現に向けた他大学や産業界等

との連携を強化する。 

⑥自己点検評価、学生による授業評価、卒業後の追跡調査等を実施し、教育の改善に

反映させる。 

⑦教育力の向上を図るため、ＦＤ活動の組織的展開を進める。 

⑧個々の学生の学業の進捗状況を把握し、指導を充実する。 
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（２）教育の実施体制等に関する目標 

①学科や専攻等の組織にとらわれずに、教育プログラ

ム毎に最適な教員を配置し、教育効果と質の向上を

図る。併せて、教員と支援職員を有機的、効果的に

組織化した全学的な教育実施体制を充実させる。 

②情報技術等を活用した教育環境を整備・充実させ、

学生の自主学習を支援するとともに、授業等の教育

効果を向上させる。 

 

 

（３）学生への支援に関する目標 

①学生の多様性に配慮した学習、学生生活、健康・安全面の

適切な支援体制を充実させる。 

②学生の個性・適性等に適合した就職を支援する体制を

充実させる。 

③学生が潤いのある学生生活を過ごすための学生生活

環境を整備する。 

 

 

 

２ 研究に関する目標 

（１）研究水準及び研究の成果等に関する目標 

①総合コミュニケーション科学を創造し、その世界的

拠点となることを目指す。そのため、研究者の自由

な発想に基づく研究に重点を置き、研究展開のカテ

ゴリーを、①若手育成研究、②萌芽的研究、③重点

拠点研究、④国際的な拠点研究に大別し、研究活動

の戦略的活性化を図り、各カテゴリーで世界レベル

の研究水準の達成を目指す。 

②研究成果を積極的に社会に発信し、効果的に社会に

還元するとともに、教育の質の向上に役立てる。 

③研究の成果を多角的に検証し、研究の質の向上と研

究活動の活性化を促進する。 

 

（２）研究実施体制等に関する目標 

４つの研究カテゴリーを考慮した研究者の任用並

（２）教育の実施体制等に関する目標を達成するための措置 

①教員組織の一元化により、教育プログラムに即した柔軟な教員構成が可能な体制を

構築する。 

②入学者選抜、教育内容と方法、教育の実施等に関する全学推進体制を構築する。 

③学生の自主学習、能動的学習のために、多目的学習室等の学習環境を整備する。 

④図書館の電子化を推進し、その活用を促進するとともに、情報リテラシー教育を促

進する。 

⑤Web によるシラバスの閲覧など学習支援情報の提供や、自律的な学習やＦＤ活動を支

援する e-ラーニングの活用等の環境を整備・充実する。 

 

（３）学生への支援に関する目標を達成するための措置 

①学生の学習・生活・健康等の相談へ適確に対応するため、学生支援センターと保健

管理センター及び助言教員との協力体制を強化するともに、上級生による助言制度

（学生メンター制度）を導入する。 

②学生の経済的支援をはじめとする生活支援を充実させる。 

③学生支援センターを中心とする就職支援を充実させるとともに、本学同窓会との就職支

援活動の連携を促進する。 

④学生の要望を取り入れながら、交流スペース・憩いの場の確保、福利厚生施設、学

内の緑化等、学生が充実した学生生活を送るための施設や設備を充実する。 

 

２ 研究に関する目標を達成するための措置 

（１）研究水準及び研究の成果等に関する目標を達成するための措置 

①学内の研究組織（研究センター、研究ステーション、研究グループ、個人）を４つ

の研究カテゴリーに分け、それぞれのカテゴリーに沿った研究計画を立案し、研究

活動を促進する。 

②学術誌のみならず、Web等を通して研究成果を広く社会に広報する体制を充実させる

とともに、研究者と民間企業等との連携を促進する体制を充実する。 

③自己点検・評価及び外部評価を実施し、その結果を活かして、研究活動の活性化を

促進する。 

 

 

 

 

 

（２）研究実施体制等に関する目標を達成するための措置 

①教員組織の一元化により、研究領域の発展やその複雑化に柔軟かつ機動的に対応で
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びに施設・設備や研究費の配分を適切に実施する体

制を構築し、それに基づく全学的な支援体制を充実

する。 

 

３ その他の目標 

（１）社会との連携や社会貢献に関する目標 

本学が有する人的資源及び学術資源を活用し、社

会と連携・協力した事業を推進することにより社会

の発展に貢献する。 

 

 

 

 

（２）国際化に関する目標 

海外交流協定校等との研究者及び学生の交流、国

際共同研究を促進し、海外の優秀な留学生や外国人

研究者が集まる国際的な教育研究拠点の形成を目指

す。 
 
 

きる研究実施体制を構築する。 

②教員の全学裁量ポストや学内競争的資金及び学内共用スペースを確保し、それらに

基づく全学的な支援体制を充実し、有効活用する。 

 

３ その他の目標を達成するための措置 

（１）社会との連携や社会貢献に関する目標を達成するための措置 

①公開講座等による生涯学習教育やリカレント教育、発明クラブや工作教室等による

青少年に対する科学技術教育などを通して、地域社会に対する教育機会の提供を促

進する。 

②TLO と連携・協力して企業等との共同研究、受託研究などを一層促進し、大学発ベン

チャーなどの育成を支援する。また、自治体、産業商工団体、産学官連携組織等と

も連携して、地域振興や人材育成に資する活動を促進する。 

 

（２）国際化に関する目標を達成するための措置 

①海外交流協定校等との連携を強化し、本学学生の国際性を涵養するための種々の国

際教育プログラムを開発・実施する。また、短期留学生プログラム（JUSST）を促進

する。 

②海外交流協定校等とのシンポジウム、ワークショップ等を積極的に実施し、学術交

流を促進する。 

 

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標 

 １ 組織運営の改善に関する目標 

①法人の組織運営を検証し、運営改善を図る。 

②学生や社会のニーズに対応できるよう教育研究組織

の検証を行い、教育研究組織の改善を行う。また、

これを実行するために学内資源を戦略的に配分す

る。 

③男女共同参画推進のための組織体制及び環境を整備

し、その実現を目指す。 

 

 

 

 

２ 事務等の効率化・合理化に関する目標 

大学の業務全般について、事務処理の簡素化・合理

化を図る。 

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 

 １ 組織運営の改善に関する目標を達成するための措置 

①経営協議会の意見及び監事、監査法人の監査結果を法人運営の改善に活用、反映さ

せる。 

②教員組織を一元化し、大学全体として教育研究活動の活性化に資するよう、常に教

員配置の在り方を検証し、柔軟かつ機動的な編制を行う。 

③テニュアトラック制の導入も含め、望ましい人事制度の実現に向けた検討を行い、

実施に移す。 

④学長裁量枠など、学内資源の戦略的・効果的な配分の在り方を検証し、必要な見直

しを行う。 

⑤男女共同参画を推進する組織体制を整備するとともに、具体的な取組方針、計画等

を策定し実施する。 

 

２ 事務等の効率化・合理化に関する目標を達成するための措置 

①定期的に業務、事務の処理方法、職員の配置及び事務組織の検証を行い、効率的な

大学運営を促進する。 
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 ②定期的に全学の情報システムを検証し、統廃合を行うなど、効率的な運用を行う。 

Ⅲ 財務内容の改善に関する目標 

 １ 外部研究資金、寄附金その他の自己収入の増加に関す

る目標 

各種競争的資金及び外部研究資金等の自己収入の獲

得増を目指す。 

 

２ 経費の抑制に関する目標 

（１）人件費の削減   

「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革

の推進に関する法律」（平成18年法律第47号）に基

づき、平成18年度以降の５年間において国家公務員

に準じた人件費削減を行う。更に、「経済財政運営

と構造改革に関する基本方針2006」（平成18年７月

７日閣議決定）に基づき、国家公務員の改革を踏ま

え、人件費改革を平成23年度まで継続する。 

 

（２）人件費以外の経費の削減 

管理的経費の抑制を図る。 

 

 

３ 資産の運用管理の改善に関する目標 

資産のより一層の有効的活用を図る。 

 

 

Ⅲ 財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置 

１ 外部研究資金、寄附金その他の自己収入の増加に関する目標を達成するための措置 

各種競争的資金や産学官連携による外部資金及び寄附金等の獲得のため、全学的な

取り組みを強化する。 

 

 

２ 経費の抑制に関する目標を達成するための措置 

（１）人件費の削減 

「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」（平成 18

年法律第 47 号）に基づき、国家公務員に準じた人件費改革に取り組み、平成 18 年

度からの５年間において、△５％以上の人件費削減を行う。更に、「経済財政運営

と構造改革に関する基本方針 2006」（平成 18 年７月７日閣議決定）に基づき、国家

公務員の改革を踏まえ、人件費改革を平成 23 年度まで継続する。 

 

 

 

（２）人件費以外の経費の削減 

業務方法の見直しや省エネルギー策を推進することなどにより、管理的経費を抑

制する。 

 

３ 資産の運用管理の改善に関する目標を達成するための措置 

①資金の使用状況を適確に把握し、計画的かつ適切な資金運用を行う。 

②施設マネジメントの基本方針を見直し、それに基づき施設を有効活用する。 

 

Ⅳ 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する

目標 

１ 評価の充実に関する目標 

構成員の意識を高め、その能力を最大限に引き出す

ための適切な評価を実施する。 

 

 

２ 情報公開や情報発信等の推進に関する目標 

教育・研究・社会貢献活動状況、業務運営等に関

する自己点検・評価及び当該状況に係る情報を公開

し、社会に対する説明責任を果たす。 

Ⅳ 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標を達成するためにとるべき

措置 

１ 評価の充実に関する目標を達成するための措置 

①多角的な評価基準に基づき、組織評価・個人評価を実施する。 

②評価結果を適切に資源配分・業績評価等に反映させるとともに、組織的な改善勧告

を実施することにより、業務改善の取り組みを促進する。 

 

２ 情報公開や情報発信等の推進に関する目標を達成するための措置 

教育・研究・社会貢献活動、大学運営に関する情報を Web 等を活用して積極的に学

内外へ情報発信する。 
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Ⅴ その他業務運営に関する重要目標 

１ 施設設備の整備・活用等に関する目標 

施設設備の将来的構想を策定し、施設設備環境の整

備を促進する。 

 

 

 

２ 安全管理に関する目標 

学生、教職員が安心して修学及び教育研究活動がで

きるキャンパス環境の整備を図る。 

 

 

 

 

 

３ 法令遵守に関する目標 

法令遵守に関する教職員の意識向上を図り、適正な

法人運営を行う。 

Ⅴ その他業務運営に関する需要目標を達成するためにとるべき措置 

１ 施設設備の整備・活用等に関する目標を達成するための措置 

①キャンパスマスタープランを定期的に検証するとともに、見直しを行い、当該プラ

ンに基づき計画的に施設設備の整備を促進する。 

②施設の利用実態を常に把握し、有効活用する。 

③役員会を中心に重点分野への戦略的なスペース配分を行う。 

 

２ 安全管理に関する目標を達成するための措置 

①キャンパスマスタープランに基づき、安全なキャンパス環境の計画的整備を促進す

る。 

②労働安全に関する法令に基づく点検・報告等を確実に実施するとともに、学生、教

職員を対象とする各種講習会を計画的に実施する。 

③「毒物及び劇物取締法」等に基づき、化学薬品を適切に保管管理するとともに、不

用となった化学薬品を適正に処分する。 

 

３ 法令遵守に関する目標を達成するための措置 

①役員会、内部監査室、監事及び会計監査人相互の連携を密にし、法令遵守体制を常

に確保する。 

②学内規程に基づき、教職員に対し、法令遵守に関する継続的周知徹底を行い、更な

る意識向上を図る。 

③「電気通信大学における研究費の不正防止等のマニュアル」の不正防止計画等に基

づき、研究費の適正な管理を行う。 

 



7   

学部等の記載 
中 期 目 標 中 期 計 画 

別表１（学部、研究科等） 
 

学

 
部

 
 情報理工学部 

 
研

究

科

 
 情報理工学研究科 
 情報システム学研究科 

 

別表（収容定員） 
 
 情報理工学部       ７９０人 
 電気通信学部     ２，６９０人 

 
 
 
平

成

22
年

度

 
 情報理工学研究科     ３６９人 
                うち修士課程  ３４０人 

                  博士課程   ２９人 

 電気通信学研究科     ２４６人 
                うち修士課程  １８８人 
                  博士課程   ５８人 
 情報システム学研究科   ３４２人 
                うち修士課程  ２３６人 
                  博士課程  １０６人 
 
 
 情報理工学部     １，５８０人 
 電気通信学部     １，８２０人 
 
 

 
 
 
平

成

23
年

度

 
 情報理工学研究科     ７３８人 
                うち修士課程  ６８０人 
                  博士課程   ５８人 
 電気通信学研究科      ２９人 
                うち博士課程   ２９人 
 情報システム学研究科   ３３４人 
                うち修士課程  ２３６人 
                  博士課程   ９８人 
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中 期 目 標 中 期 計 画 
  

 
 情報理工学部     ２，４０３人 
 電気通信学部       ９１０人 
 

 
 
 
平

成

24
年

度

 
 情報理工学研究科     ７６７人 
                うち修士課程  ６８０人 
                  博士課程   ８７人 
 情報システム学研究科   ３２６人 
                うち修士課程  ２３６人 
                  博士課程   ９０人 
 
 
 情報理工学部     ３，２２６人 
 

 
 
 
平

成

25
年

度

 
 情報理工学研究科     ７６７人 
                うち修士課程  ６８０人 
                  博士課程   ８７人 
 情報システム学研究科   ３２６人 
                うち修士課程  ２３６人 
                  博士課程   ９０人 
 
 
 情報理工学部     ３，２２６人 
 

 
 
 
平

成

26
年

度

 
 情報理工学研究科     ７６７人 
                うち修士課程  ６８０人 
                  博士課程   ８７人 
 
 情報システム学研究科   ３２６人 
                うち修士課程  ２３６人 
                  博士課程   ９０人 
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中 期 目 標 中 期 計 画 
 

 
 情報理工学部     ３，２２６人 
 

 
 
 
平

成

27
年

度

 
 情報理工学研究科     ７６７人 
                うち修士課程  ６８０人 
                  博士課程   ８７人 
 
 情報システム学研究科   ３２６人 
                うち修士課程  ２３６人 
                  博士課程   ９０人 
  

 


